
平成３０年洞爺湖町教育委員会第４回定例会会議録 
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欠 席 委 員 

 

説 明 員 

 

 

 

会 議 録 調 整 者 

 

傍 聴 者 

 

日 程 第 １ 

【 開 会 宣 言 】 

 

日 程 第 ２ 

【前回会議録の承認】 

 

日 程 第 ３ 

【教育長諸般の報告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１０月１８日（木） １３：３０より 

 

役場第１委員会室 

 

教 育 長    遠 藤 秀 男 

委   員    岩 原 義 美 

委   員    吉 田   聡 

委   員    来 栖 由 喜 

委   員    岡 本 里 佳 

 

 

教 育 次 長    天 野 英 樹 

社会教育課長   永 井 宗 雄 

社会教育課主幹  角 田 隆 志 

 

管理課主幹    佐 藤   融 

 

無し 

 

遠藤教育長 

 開会を宣言する。（１３：３０） 

 

遠藤教育長 

各教育委員の署名により、承認を確認。 

 

遠藤教育長 

８／３１ クライミングウォール完成式（あぶたふれ合いセンター） 

９／ ３ 授業改善支援事業（虻田小学校） 

９／ ４ 管内公立小中学校教職員人事推進会議（むろらん広域センター） 

管内学校における働き方改革推進会議（同上） 

管内教育委員会教育長協議会（同上） 

９／ ５ 第 28次英国ボランティア青年歓迎式（洞爺総合センター） 

９／ ８ 花和神社祭典（同神社） 

      洞爺湖芸術館特別展セレモニー（同館） 

９／１０～２６ 洞爺湖町議会９月会議（議場） 

９／１４ 月浦八幡神社祭典（同神社） 

９／１５ 虻田中学校学校祭（同校） 

     とうやこ幼稚園運動会（同幼稚園グラウンド） 

９／２２ 洞爺中学校学校祭（同校） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 第 ４ 

【 報 告 事 項 】 

・報告第１７号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      本町・入江保育所合同運動会（虻田小体育館） 

９／２３ 洞爺湖町アイヌ先住民族慰霊祭（洞爺湖町歴史公園） 

９／２６ 高砂貝塚整備検討委員会（役場会議室） 

９／３０ 月浦ワイン・グルメ祭り（洞爺湖畔遊歩道園地） 

１０／ ４ 瑞宝双光章叙勲伝達（元香川小学校長 大野悟氏 札幌市） 

１０／ ６ 洞爺湖芸術館小中学生作品展表彰式（洞爺水の駅、教育次長代理） 

      北海道私立幼稚園教育研究会道南ブロック大会 

（洞爺湖文化センター） 

１０／ ８ とうや湖スポーツまつり 2018（あぶた体育館、外） 

１０／１０ 定例校長会（役場会議室） 

      三豊市長・市議会議員訪問団歓迎式（役場会議室） 

１０／１１ 虻高未来づくり推進委員会（役場会議室） 

１０／１２ 学校給食虻田・洞爺合同運営委員会（役場会議室） 

１０／１３ 虻田小学校学芸会（同校） 

      洞爺湖温泉小学校学芸会（同校） 

１０／１５ 定例教頭会（役場会議室） 

 

遠藤教育長 

日程第４、報告事項に入ります。 

報告第１７号、台風２１号及び北海道胆振東部地震に伴う学校施設等の被

害状況と休校等対応について、事務局から報告を受けます。 

天野教育次長 

２ページです。報告第１７号、９月５日未明から早朝にかけて北海道に最

も近づいた台風２１号及び９月６日、午前３時８分に発生した北海道胆振東

部地震に伴う学校施設等の被害状況と休校等対応について次のとおり報告す

るものです。（１）台風２１号に係るものです。被害状況につきましては、

学校敷地内等での倒木３本。これは洞爺湖温泉小学校２本と虻田中学校校

長・教頭住宅のところで１本と計３本ということになっています。それから、

校舎屋根の一部剥離。これは、虻田小学校のグラウンドに面した部分の一部

です。及び洞爺地区学校プール、ちょっと段ずれしています。申し訳ありま

せん。プールの屋根損壊となっています。屋根が相当枚数ズタズタに裂かれ

たという状況となっています。 

休校等の対応ということで、学校プール等は休止しましたが、そのほかの

公共施設・事業等の休校・休館、事業の休止等はなく、通常どおり実施した

ところです。 

２つ目です。北海道胆振東部地震に係るものです。被害についてはありま

せんでした。休校等対応ついては、表に載せています。町内の小・中学校、

それから、高校も含めまして、それと次のページの上の給食センターですが、

９月６日と７日を休校。それから、休止といたしまして、１０日から通常ど

おりということでの再開としたところです。３ページの上です。給食センタ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・報告第１８号 

 

 

 

 

 

 

ーにつきましては、１０日から学校と同じように通常どおりとしたのですが、

一部納品ができない食材がありまして、麺を米飯に変える、それから、乳製

品等一部入らないということで、メニューを変更して再開をしたところです。

なお、虻田給食センターについては９月２１日から通常どおり。それから、

洞爺給食センターにつきましては、９月２０日から通常どおり戻ったという

状況です。それから、保育所です。保育所については、９月６日は休所。た

だし、この日につきましては、保護者が保育がどうしてもできないと。事情

によってできないという場合は午後４時まで受け入れました。７日は休所し

まして、８日土曜日から通常どおりということにさせていただきました。そ

れから、続きまして、社会教育施設です。あぶたふれ合いセンターから文化

交流会館につきまして、それから、その下の体育施設、あぶた体育館から洞

爺湖町プールについては、６日から７日を休館ということで８日土曜日から

通常どおり再開をしています。それから、洞爺地区にあります学校プールに

つきましては、台風２１号被害による閉鎖と。先ほど言ったとおり屋根のシ

ートがズタズタに裂かれたということで閉鎖をいたしました。予定では１０

日までということでしたので、あまり影響なかったのかなということです。

それから下、入江・高砂貝塚館、虻田郷土資料館、それから、読書の家、み

ずうみ読書の家につきましては、それぞれ、６日、７日を休館しまして、８

日から通常どおりと。学校開放につきましては、６日、７日を中止して、８

日土曜日から通常どおりと。放課後児童健全育成事業３カ所につきましては、

６日は休所。ただし、昼、弁当を用意できる家庭においては、午後５時まで

受け入れるということで事情によって、保護者がいない場合、そのような措

置をとったというところです。ただし、７日については完全休止で、８日か

ら通常どおりに再開をしたところです。米印で洞爺湖町プール、入江・高砂

貝塚館及び虻田郷土資料館は再開後、節電のために開館時間を一部変更と。

９月１０日から若干の期間、時間を変更したということで節電に努めたとい

う状況になっていたところです。以上です。 

遠藤教育長 

事務局から報告がありました。確認等あればお受けしたいと思いますが。

よろしいですか。 

≪「ありません」という人あり。≫ 

以上の報告について、ご了解をいただきたいと思います。 

続きまして、４ページです。 

報告第１８号、臨時代理の報告について（洞爺湖町議会平成３０年９月会

議提出補正予算）についてを事務局から報告を受けます。 

天野教育次長 

４ページです。報告第１８号、教育委員会教育長に対する事務委任規則（平

成１８年洞爺湖町教育委員会規則第４号）第２条第１項の規定により、別紙

のとおり臨時代理したので同条第２項の規定によりこれを報告するもので

す。５ページは教育長から町長宛に補正意見に対する異議ない旨の通知。そ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・報告第１９号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れから、６ページにまいりまして、町長から教育長宛の一般会計の補正に対

する意見を求める文書です。８ページです。この補正につきましては、災害

復旧費ということで先ほど報告で申し上げました台風２１号関係。それから、

地震関係の災害復旧費ということで、全体をまとめての補正をしたというも

のです。３ 歳出、１４款、災害復旧費、１項、その他公共施設・公用施設

災害復旧費です。１目、その他公共施設・公用施設災害復旧事業、補正前は

ありません。補正額９２４万３千円です。右にまいりまして、１１節、需用

費３４５万７千円。これ町全体ですので、括弧でそれぞれ所管が書いていま

す。この３４５万７千円でこの事業費のうちの修繕料で６４万８千円の部分

が虻田小学校の屋根の損傷部分に係る修繕料、それから、１６万７千円とし

て文化財解説板破損ということで、役場の前にあるのですがそれが破損した

ものですから、その解説板の修繕で６４万８千円、１６万７千円とこの２件

が内数で入っているところです。それから、委託料５７８万６千円のうち、

まず、１つ目の倒木処理委託料４８万６千円と記載していますが、このうち

８万１千円が教育委員会関係で、先ほど申し上げた虻田中学校の校長・教頭

住宅のところの間に１本倒木がありまして、その処理料で８万１千円が入っ

ているところです。それから、その下、学校プールの屋上シートということ

で先ほど申し上げた洞爺の学校のプールが破損ということで、それの設置撤

去委託料で５３０万円の補正というものです。以上です。 

遠藤教育長 

補正に係る説明が今、ありました。確認等の質疑があればお受けしたいと

思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

≪「ありません」とう人あり。≫ 

ご了解いただきたいと思います。 

次、９ページに入ります。 

報告第１９号、平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果概要について

事務局から報告を受けます。 

天野教育次長 

報告第１９号です。平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果概要を次

のとおり報告するものです。１ 調査期日、平成３０年４月１７日火曜日。

２ 調査の対象学年小学校６学年、中学校第３学年。３ 調査を実施した学

校・児童生徒数。（１）参加学校ですが、小学校が平成１９年度から平成３

０年度まで各年度３校です。中学校につきましては、平成１９年度から平成

２７年度までは３校で、平成２８年度以降は２校となっているところです。

（２）参加児童生徒数につきまして、平成３０年度は小学校が６３名、中学

校は４０名の計１０３名となっているところです。４ 調査の内容ですが、

教科に関する調査。主として知識に関する調査、国語Ａ、算数Ａ、数学Ａ、

理科と。理科については、３年に一度実施ということで今回実施をされたも

のです。主として活用に関する調査。国語Ｂ、算数Ｂ、数学Ｂとなっていま

す。５ 生活習慣や学習環境に関する調査ということで、児童生徒に対する



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 第 ５ 

【 議 決 事 項 】 

・議案第２２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査（学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等）、それから、学校

に対する調査（指導方法、教育条件の整備等）ということで実施をされたと

ころです。なお、詳細につきましては、前回の教育委員会議後の協議会で細

部にわたって説明していますので、これ以外のことについては省略をさせて

いただきます。以上です。 

遠藤教育長 

今、報告がありました。細かいことは前回の協議会で報告をさせていただ

いていますので概要だけというふうに。参考までに来年度、この学習状況調

査、今年まではＡ問題、Ｂ問題という形でやっていたのですが、国語にして

もＡ問題、それから、Ｂ。算数、数学も同じだったのですが、来年度からこ

れを一本化していくという形でＡ問題、Ｂ問題という区分を見直して、今ま

では知識はＡ問題、それから、活用のＢ問題を一体化して問う問題というよ

うに変えていくという予定になっています。それに合わせて小学校は時間が

今まで４０分の試験時間を４５分、中学校が４５分から５０分に変更すると

いうこと。それから、中学校には来年度から英語が入ってくるというような

形になっているということです。このような形で動いているということだけ

情報を申し上げます。 

この件に関して何かありますか。いかがでしょうか。よろしいですか。 

≪「ありません」という人あり。≫ 

それでは、１０ページ、日程第５、議決事項に入ります。 

議案第２２号、洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 

提案説明を求めます。事務局お願いします。 

永井課長 

１０ページ、議案第２２号、洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正をする条例について、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、洞爺湖町長から意

見を求められたので、これを承認する議決を求めるものです。洞爺湖町放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例（平成２６年洞爺湖町条例第１４号）の一部を次のように改正する

ものです。まず、改正理由ですが、この条例の一部改正につきましては、放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令。

平成３０年厚生労働省令第４６号の公布に伴いまして、同令により改正され

る放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準。平成２６年厚生労

働省令第６３号は市町村が条例で放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める際の従うべき基準、参酌すべき基準を定めるものである

ところから基準省令の改正を受けまして、当該条例の一部改正を行うもので

す。それでは、条例の改正内容について説明いたします。条例の新旧対照表

につきましては１２ページ。洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例第１０条第３項第４号「教育職員免許法（昭和



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状を有する者」に改めるもの

です。改正内容につきましては、学校教育法の規定により学校の教諭となる

資格を有する者を放課後児童支援員の基礎資格として規定しているところ

を、教育免許状の講習を受けていない場合の取扱いを明確にし、有効な教員

免許状を取得した者を対象とするための改正となっています。この有効な教

員免許状を取得した者については、具体的に申し上げますと、教員免許を取

得したことのある者であれば、その後に教員免許の更新講習を受講、あるい

は、終了していない場合、あるいは、免許状の有効期間を経過している場合

であっても、放課後児童支援員の基礎資格を有する者であることを明らかに

する趣旨となっています。次に、第１０条第３項第５号中「卒業した者（当

該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了

した者を含む。）」に改め、同項第１０号として、「５年以上放課後児童健

全育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの」を新たに加え

るものです。第５号につきましては、平成３１年４月１日施行の学校教育法

の改正により創設される専門職大学の取扱いを踏まえて、専門職大学の前期

課程を修了した者を追加し、支援員の基礎資格の基準確保を行うものとなっ

ています。また、第１０号につきましては、放課後児童支援員となるための

基礎資格等につきまして、対象の拡大項目を新設するものです。この条例の

第１０条第３項第９号におきまして、高等学校卒業者が支援員となるための

規定があります。高等学校を卒業していない者につきましては、支援員にな

るための基礎資格が現在ないために、基準法令を改正し、基礎資格を拡大す

る項目を新設したものとなっています。議案に戻りまして附則です。この条

例は、公布の日から施行する。ただし、第１０条第３項第５号の改正規定は、

平成３１年４月１日から施行するとしております。以上、条例の一部改正に

伴う議案説明を終了いたします。 

遠藤教育長 

支援員が中々全国的にも確保が難しいとういうことで、それを安定的に進

めていこうという形の改正というように思っています。１つには、基礎資格

の明確化、教員免許法に基づく部分。それから、専門職大学の関係の追加。

最後のこの５年以上という部分については、今まで規定がなかった中学校卒

業者にもその道を開くという形で進めるというように理解していただければ

と思います。 

質疑をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

来栖委員 

今現在、こういう対象の方が学童保育にいらっしゃるのですか。先生で。

学童保育の大学を卒業されて専門の学科を卒業された支援員さんは今、いる

のですか。 

永井課長 

資格を持っている方がいるかということでしょうか。保育所の資格を持っ

た方がおります。学校の教員資格については持っている者は今いないです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・議案第２３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

来栖委員 

必要だったのだということが今、わかったのですが。 

永井課長 

必ずしも資格を持っていないとダメということではなくて、支援員になる

ためには、こういう免許が必要とされ免許を持った方、あるいは持っていな

い方も学童の職員になって、その方は補助員という立場になるのです。それ

で年数を勤めて資格ある方もそうですが、最終的には認定資格の研修を受け

て、改めて、支援員という肩書の認定をいただくというようになっています。 

遠藤教育長 

今、私どもにいる支援員については順次研修を受けていただくと。一度に

行くと町の学童が成り立たないので、順次という形で。 

来栖委員 

札幌かどこかに行って研修を受けるのですか。 

永井課長 

そうです。その支援員はうちの規模ですと１カ所に２人以上つかないとダ

メなのですが、支援員が十分にいない場合は１名支援員で１名補助員でもい

いというようになっていますので、順次、資格を取得していただければ、支

援員の体制が充実するということで、継続して研修に行っていただいており

ます。 

遠藤教育長 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

≪「ありません」という人あり。≫ 

これは条例改正案ですので、１２月の議会に町側から条例改正案を提出し

ていただくという形になると思います。 

それでは、提案のとおり承認することを町長に回答するということにご異

議ありませんでしょうか。 

≪「異議なし」という人あり。≫ 

異議なしと認めます。 

議案第２２号、洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正をする条例については原案のとおり可決されま

した。 

続きまして、議案第２３号、洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の一部改正についてを議題とし

ます。 

提案説明を求めます。事務局お願いします。 

天野教育次長 

議案第２３号、洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利

用者負担に関する条例施行規則の一部を改正する規則。洞爺湖町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則（平成

２８年洞爺湖町教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正するもので



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。まず、はじめに改正の理由ですが、子ども・子育て支援法の一部を改正

する政令（平成３０年政令第１５５号）が平成３０年３月３１日公布。同年

４月１日に公布され、１号認定子どもについて、年収３６０万円未満相当世

帯の利用者負担を軽減する改正が行われ、政令上限額を１４，１００円から

１０，１００円に引き下げられたことにより、所要の改正を行うものです。

それで１号認定子どもといいましたが、１号認定子どもというのは、３歳か

ら５歳の保育の必要のない子どものことをいいまして、幼稚園に入っている

子どもたちを対象とした改正ということです。それと先ほどもう一つ申し上

げた政令上限額１４，１００円から１０，１００円ということで、政令でこ

れを上限として、各市町村で負担額を決めてくださいということになってい

るものですから、町の表で定めているものを同様に改正するということです。

それでは、１４ページ、新旧対照表をご覧ください。階層区分の３のところ

の右側「１０，６００円」を「７，６００円」に改めるということで、うち

の利用者負担額については、国の定める上限額の概ね平均７５％ということ

で定められていますので、７，６００円に改正するというものです。それで

は、前に戻っていただきまして附則です。この規則は、公布の日から施行し

平成３０年４月１日から適用するということです。なお、この改正によりこ

の適用を受ける者につきましては、町内８件該当するということです。以上

です。 

遠藤教育長 

今、説明がありました。質疑をお受けしたいと思います。いかがでしょう

か。よろしいですか。 

来栖委員 

７７，１００円以下ということは、例えば、１０万円の人は。 

天野教育次長 

年収３６０万円以下が所得で表すと７７，１００円以下に相当しますとい

うこと。国が子育ての政策的な配慮で下げますということでなったものです。 

遠藤教育長 

よろしいですか。他にいかがでしょうか。 

≪「ありません」という人あり。≫ 

それでは、提案のとおり改正することにご異議ありませんか。 

≪「異議なし」という人あり。≫ 

異議なしと認めます。 

議案第２３号、洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利

用者負担に関する条例施行規則の一部改正については原案のとおり可決され

ました。 

ここで追加議案として別紙の１件を本会議に提出したいと思います。 

これを議案とすることにご異議ありませんでしょうか。 

≪「ありません」という人あり。≫ 

異議なしと認めます。 



 

・報告第２０号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加議案を進めていきたいと思います。 

１ページ、報告第２０号、臨時代理の報告について（洞爺湖町議会平成３

０年９月会議提出補正予算第３号）について事務局から報告を受けます。 

天野教育次長 

報告第２０号です。洞爺湖町教育委員会教育長に対する事務委任規則（平

成１８年洞爺湖町教育委員会規則第４号）第２条第１項の規定により、別紙

のとおり臨時代理したので、同条第２項の規定により、これを報告するもの

です。次のページにつきましては、町長から教育長宛の一般会計の補正に対

する意見を求める文書。３ページについては、教育長から町長宛の補正内容

について異議ない旨の文書です。それでは、実際の補正の内容は５ページに

なります。歳入です。２１款、町債、１項、町債、５項、教育債で７５０万

円の増額補正です。２節、学校教育施設等整備事業債で７５０万円というこ

とで、これは虻田小学校グラウンドの照明を設置するということで７５０万

円。起債を起こして借入をするというものです。６ページをご覧ください。

３ 歳出です。１０款、教育費、２項、小学校費、１目、小学校管理費です。

補正額１２９万６千円です。１１節、需用費で１２９万６千円です。これは

修繕料で、とうや小学校の重油庫、これは校舎裏にありブロック造です。大

阪での地震でブロック塀が倒れた事故に伴い、点検をしまして、その重油庫

は塀ではなくすぐに倒れるという状況ではないということであるもののブロ

ックで造られているということで、大きな地震でも来たら倒れる可能性は否

定できないということで、児童等に被害があったら困るということで重油庫

の周辺を高さ１．５メートル程度のフェンスで覆うという工事で、危険を避

けるということでの補正で１２９万６千円の補正をさせていただいたという

ものです。５項、保健体育費については、永井課長の方からお願いします。 

永井課長 

５項、保健体育費、２目、体育施設費につきましては、７９３万８千円の

補正額です。１５節、工事請負費７９３万８千円。体育施設の運営事業とい

たしまして、虻田小学校グラウンドの照明設置工事費です。この照明設備の

設置のまず、経緯です。少年団、洞爺湖町体育協会及び洞爺湖町議会から要

望があります。現状における少年団活動の状況。それと町民の健康づくり、

地域の防犯、防災面などの位置づけなどを考慮しまして、照明設備の設置に

ついて、少年団などと協議を行いながら検討をしてまいりました。現在、虻

田小学校グラウンドの利用状況につきましては、土曜、日曜、祝日による休

日については、野球やサッカーなどの大会の開催。平日の放課後につきまし

ては、定期利用による少年団活動が主で他に消防団の訓練等に利用されてい

るところです。少年団との協議につきましては、これまで日照不足の期間の

練習時間の確保などの支援策を講じながら照明につきましては、専門知識を

有する事業所のご意見を聞きながら、適切な点灯範囲の確保と周りの住環境

に影響を及ぼさない照明の器具、地形的に段差があるということもありまし

て、これらに影響しないよう配慮しながら協議を行ってまいりました。具体



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の設置につきましては、バックネットの取付けについては安全面において適

切ではないという助言がありまして、４カ所に支柱を立てまして、照明器具

を取付けることといたしております。住環境の配慮から電球については、Ｌ

ＥＤ電球を使用することで、虫などが寄らない仕様を設定していくという内

容になっています。照明設備の設置により、現在、利用している少年団活動、

あるいは、消防団の訓練の他に地域のレクリエーション活動、また、点灯時

には地域の防犯的な役割を担い、さらに、学校が指定緊急避難場所及びヘリ

コプターの離着場に指定されておりますところから、住民避難の安全確保並

びに大規模災害時の迅速な応急対策において有効な設備となると思われま

す。今、お配りした資料については、イメージ的にはこういう仕様になると

いうことです。この照明設備につきましては、ポロモイスタジアム、有珠の

グラウンドもそうですが、高いところから全面を照らすようなナイター設備

をイメージしているものではなくて、高さはバックネットぐらいの高さの照

明器具を設置するということで、グラウンド全体を照らしているわけではな

いので、その辺につきましては、地形的に高くなるとどうしても海側の住宅

地域に影響が出るということで、こういう仕様、設置仕様になっています。

工事費につきましては、７９３万８千円となっていまして、この電球につい

ては、受注生産ということで、発注してから２カ月を要するということで、

来年４月、春先の日照不足の練習期間に間に合うような設置を目指して、現

在、執り進めているところです。以上です。 

遠藤教育長 

今、説明がありました。本来であれば補正ということで、今年度から使え

るような形にするのがベストだったのですが、今、お話があったように受注

生産だとか、この事前で色々な検討した中で当初と想定が変わってきた部分

もあって電源をどこから引くとか、時間を要したということで、今年度使え

るようにはならないのですが、来年度当初から使えるような形で今年度中に

整備したいという考えです。本当に内野部分だけを照らす。夜間の大会とか

そういうことは想定してないということで、ご理解いただければなというふ

うに思っています。 

確認等の質疑ありますでしょうか。 

来栖委員 

サッカーはないから野球しかないから、メインを野球に考えたのですか。 

永井課長 

野球を意識しているということではなくて、地域のレクリエーション、運

動、そういう体育振興的なものに。サッカーにつきましては、前ここを使っ

ていたのですが、今、少年団もなくなって、今、ポロモイスタジアムでスク

ールが立ち上がっています。サッカーについては向こうで。 

遠藤教育長 

他にいかがでしょうか。 

岩原委員 
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内野部分を照らすということなのですが、多くの競技を想定していないと

はいえ、使われる場合もあると思うのです。バックネットぐらいの高さだと

不具合とか、内野側からみるときに、どうなのでしょうか、眩しさで球が見

えづらいとかということはないのでしょうか。７メートルというと、電柱よ

りは大分低いですよね。 

永井課長 

少年団活動は現在、５時から７時っていう時間帯の利用なのです。それで、

日没が進むと７時というかその前から暗いのですが、ある程度その少年団活

動でいいますと、練習の確保時間、７時ピッタリ終わるわけではなくて、ど

うしても片付けだとか、そういうこともあるので、８時近くまでの利用があ

るのが現状でして、練習時間を確保すると。それと、地域の方に説明した中

では、今年度は７時までなのですが、そういうこともあって８時には確実に

活動が終わり、夜遅い時間に点灯していることはないので。そういう住宅に

影響が出ることはありませんということで、お話はさせていただいておりま

す。 

岩原委員 

日没が早まってきた時季になると練習の内容も変えていけば、練習という

か、例えば、ノックをゴロとかに変えて工夫をすれば、問題はないのかなと

いう感じもしますけども。 

遠藤教育長 

他にいかがでしょうか。 

吉田委員 

この環境への影響ということが１番心配だったのですが、こういう形で最

終的に計画していただいたということは、十分配慮いただいたというふうに、

解釈してよろしいですね。 

遠藤教育長 

近隣の住宅等については担当でしっかりと説明をしてもらうという方向に

なっていますので、そこはしっかりと進めていきたいと思っています。 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

≪「ありません」という人あり。≫ 

それでは、以上の報告について、ご了解いただきたいと思います。 

報告事項はこれで終わりたいと思います。 

日程第６、その他です。 

皆様の方から何かありますでしょうか。 

≪「ありません」という人あり。≫ 

なければ、事務局から何かありますか。 

≪「ありません」≫ 

これをもちまして、平成３０年洞爺湖町教育委員会第４回定例会議を終了

いたします。お疲れさまでした。 
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